
 

 

一部店舗における外貨両替業務 

取扱停止のお知らせ 
 
 
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

 
このたび当行では、誠に勝手ながら、平成２１年１０月１日（木）より一部店舗にお

ける外貨両替業務の取扱を停止させていただきますのでお知らせいたします。 

 

 

 

１．外貨両替業務（外国通貨および旅行小切手の販売・買取）の取扱停止店舗 

 

  以下の２５店舗における外貨両替業務（外国通貨および旅行小切手の売却・買取）

の取扱を停止させていただきます。 

  

扇 町 支 店 河原町支店 幸 町 支 店 六丁目支店 国 見 支 店 

向陽台支店 旭ヶ丘支店 吉 成 支 店 南八木山支店 北 浜 支 店 

中津山支店 渡 波 支 店 小野田支店 岩出山支店 古川十日町支店 

岩ヶ崎支店 登 米 支 店 村 田 支 店 丸 森 支 店 名取西支店 

東 京 支 店 平 支 店 小名浜支店 盛 岡 支 店 山 形 支 店 

 

 

２．旅行小切手の販売停止店舗 

 

  本店営業部および仙台空港出張所を除くすべての外貨両替業務取扱店において、旅

行小切手の販売を停止させていただきます。 

 ※旅行小切手の販売は本店営業部および仙台空港出張所のみ取扱いたします。 

  なお、旅行小切手の買取につきましては、従来どおり外貨両替業務取扱店にてご利

用いただけます。 

 

お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解とご協力を賜りますよう、

お願い申し上げます。 

また、本件の詳しい内容等ご不明な点は、当行窓口までご照会下さい。 
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